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議
会
広
報
広
聴
委
員
会
設
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規
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よ
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。
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月
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日

相
馬
市
議
会
議
長

杉
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美



 

相
馬
市
議
会
広
報
広
聴
委
員
会
設
置
規
程 

 
（
趣
旨
） 

第
一
条 
こ
の
規
程
は
、
相
馬
市
議
会
基
本
条
例
（
平
成
二
十
七
年
相
馬
市
条
例
第
三
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
四
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
広
報
広
聴
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
所
掌
事
務
） 

第
二
条 

委
員
会
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

議
会
だ
よ
り
の
編
集
及
び
発
行
に
関
す
る
こ
と
。 

二 

議
会
報
告
及
び
意
見
交
換
の
企
画
及
び
運
営
に
関
す
る
こ
と
。 

三 

公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ
ン
グ
・
サ
ー
ビ
ス
等
に
よ
る
情
報
発
信
に
関
す
る
こ
と
。 

四 

そ
の
他
議
会
の
広
報
及
び
広
聴
に
関
す
る
こ
と
。 

（
定
数
） 

第
三
条 

委
員
会
の
委
員
定
数
は
、
六
人
と
す
る
。 

（
委
員
） 

第
四
条 

委
員
は
、
各
会
派
及
び
会
派
に
属
し
な
い
議
員
か
ら
一
人
以
上
を
比
例
配
分
に
よ
り
選
出
し
、
議
長
が
指
名
す
る
。 

２ 

委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
後
任
者
が
選
任
さ
れ
る
ま
で
在
任
す
る
。 

３ 

補
欠
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。 

（
委
員
長
及
び
副
委
員
長
） 

第
五
条 

委
員
会
に
委
員
長
及
び
副
委
員
長
一
人
を
置
く
。 



 

２ 

委
員
長
及
び
副
委
員
長
は
、
委
員
会
に
お
い
て
互
選
す
る
。 

３ 
委
員
長
及
び
副
委
員
長
の
任
期
は
、
委
員
の
任
期
に
よ
る
。 

４ 

委
員
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
委
員
会
を
代
表
す
る
。 

（
委
員
以
外
の
者
の
出
席
等
） 

第
六
条 

委
員
会
は
、
専
門
的
な
事
項
を
協
議
す
る
た
め
、
委
員
以
外
の
議
員
に
対
し
出
席
を
求
め
、
そ
の
意
見
を
聴
く
こ
と
が

で
き
る
。 

（
部
会
） 

第
七
条 

委
員
長
は
、
特
定
の
事
項
を
調
査
検
討
す
る
た
め
、
委
員
会
に
部
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

（
準
用
） 

第
八
条 

委
員
会
の
運
営
等
に
つ
い
て
は
、
相
馬
市
議
会
委
員
会
条
例
（
昭
和
五
十
四
年
相
馬
市
条
例
第
八
号
）
第
七
条
、
第
九

条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
、
第
十
三
条
本
文
、
第
十
四
条
、
第
十
六
条
及
び
第
十
七
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

（
記
録
） 

第
九
条 

委
員
長
は
、
職
員
を
し
て
会
議
の
概
要
、
出
席
委
員
の
氏
名
等
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
記
録
を
作
成
さ
せ
る
も
の
と

す
る
。 

（
議
会
外
へ
の
行
為
） 

第
十
条 

委
員
会
が
、
議
会
外
に
対
し
て
何
ら
か
の
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
議
長
を
経
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
委
任
） 

第
十
一
条 

こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
員
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
委
員
長
が
委
員
会
に
諮
っ
て
定
め
る
。 

 
 
 
 
 
 

附 
 

則 



 

（
施
行
期
日
） 

１ 
こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
六
月
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
規
程
の
施
行
後
最
初
に
指
名
さ
れ
た
委
員
の
任
期
は
、
第
四
条
第
二
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
九
年
十
一

月
十
九
日
ま
で
と
す
る
。 

（
相
馬
市
議
会
報
告
会
実
施
規
程
の
廃
止
） 

３ 

相
馬
市
議
会
報
告
会
実
施
規
程
（
平
成
二
十
七
年
相
馬
市
議
会
告
示
第
三
号
）
は
、
廃
止
す
る
。 


